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１ 統計調査の製表業務の体系 

統計局が実施する統計調査の標準的な製表業務の体系は、次のとおりである。 

提供部門

結果の分析･解説

公         表

調査部門

調査の企画･設計

調査の実施
(試験調査)

↓

本調査

製表基準の策定

提供情報の整備

統計情報の提供

［統　計　局］

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理製表事務

製表部門

内容検査
符号格付

チェック審査事務

結果表審査事務

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ集計

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾁｪｯｸ

調査票入力受付整理事務

準備事務 ｼｽﾃﾑ等の開発

製表の企画･設計
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ処理の
企画･設計

基本方針の策定
製表計画の作成

［統計センター］

 

 

２ 製表の企画設計・準備事務 

統計調査の製表を行うに当たっては、製表業務を“統一的かつ正確・迅速に処理する”ことを

目標として、調査の企画段階から調査部門と製表部門があらかじめ調査の内容や公表時期などの

確認を行った上で、製表業務の方針を決定するとともに、具体的な事務内容等を定めた製表計画

を作成し、万全の実施環境・体制を整える。 

また、準備事務として、製表事務を円滑に実施できるように事務室の確保や必要となる用品な

どを用意するとともに、事務処理方法を明示した事務手続（マニュアル）類の作成、業務研修の

計画・実施などを滞りなく行う。 

(1) 検討体制の整備 

調査部門と製表部門間、さらに製表部門内での検討体制を整えるため、調査ごとに連絡会や製

表プロジェクトなどを設置する。ここでは、製表事務全般にわたる事務スケジュール、事務内容、

事務分担などについて広範な検討を行う。 

 



(2) 製表の基本方針の策定 

調査部門から示される製表基準書に基づいて、製表方法、情報処理機器の利用、外部資源の利

用、品質管理、その他製表事務の効率化･合理化策などの検討を行い、製表事務の概要、製表に必

要な要員（製表要員）の概数及び製表スケジュールなど製表事務の全体像を明らかにした製表の

基本方針を策定する。 

(3) 製表計画の作成 

製表の基本方針を受け、具体的な製表内容・方法を定めた製表計画を作成する。作成に当たっ

ては、製表基準書及びその付属資料を詳細に分析するとともに、過去の事務処理方法・評価など

を基に、製表事務の各段階における仕組みや方法について詳細に検討を行う。また、製表要員を

算出して他の統計調査の製表との調整を図り、事務区分別のスケジュールを定める。  

〔基本数の把握〕 

製表事務の各段階において、製表要員数、製表期間を算出するのに必要なのが基本数であ

る。 

基本数には、調査区数、調査票枚数、調査書類の箱数、データチェックリスト枚数、結果

表数、結果表のページ数などがある。 

このうち、基本数をあらかじめ正確に把握することが困難なものについては、前回実績に

対する増減率、他の類似調査の傾向及び最新の統計資料から推計・算出する。基本数の推計

値が、実際の数値と大きく異なると、集計期限へ影響を及ぼすこともあるため、正確な数値

を求められるよう努める。 

(4) 製表事務手続類の作成 

製表方法やコンピュータ処理の方法、ＰＣを活用した製表システムの内容、事務の連絡体制や

進行管理方法などの事務内容を具体的に示す製表事務手続やデータ訂正システム仕様書などの各

種書類を作成する。 

(5) システム開発 

コンピュータ処理に必要な各種のシステムを開発する。開発するシステムは、統計調査の特質、

製表の方法などによって異なるが、一般的には、調査票の記入内容の誤りの検出や訂正を行うデ

ータチェックシステムと結果表を作成するサマリーシステムのほか、符号格付のための符号格付

システムや提供データ編成用システムなどがある。 

 

３ 製表事務 

標準的な製表事務の流れは、次のとおりである。 



結果表 

集計結果に対

する総合的な

審査 

結果表審査

調査票に記載

された情報の

入力 

主に OCR で

調査票を読み

取る 

産業・職業分

類や収支項目

分類等の符号

格付 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀによ

るﾃﾞｰﾀのﾁｪｯｸ

 

誤データ等に

係る審査･照

会･訂正 

主にｸﾗｲｱﾝﾄ/ｻ

ｰﾊﾞｼｽﾃﾑ使用 

入力データか

ら結果を集計

し、結果表を

作成 

主にﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭ

ｰﾀ使用 

結果表作成
ﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸ 

審査訂正 

製表事務の流れ 

 

符号格付 データ入力

提出された調

査 票 等 を 確

認・整理した

後、調査票保

管室に収納 

受付整理 

事
務
の
内
容 
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(1) 受付整理事務 

受付整理事務は、提出された調査票等関係書類（磁気テープやＭＯなどの電磁媒体を含む。）

に提出漏れや重複がないか、種類と数量の確認を行う。また、電磁媒体の場合には、ウィルスチ

ェック、リードチェック、レコード数の確認を行う。 

さらに、調査票類をその後の製表事務（符号格付事務やデータ入力事務など）において効率よ

く利用するために、一定数ごとに整理して専用の保管室に収納する。 

(2) データ入力 

データ入力には、ＯＣＲ（光学式文字読取装置）で入力する方式と人手によりＰＣで入力する

方式とがある。 

総務省統計局が実施する統計調査の調査票は、一部を除きＯＣＲ仕様となっている。 

(3) 符号格付事務 

統計調査の集計では、統計表の表章に用いるため、調査票に記入された内容を産業分類・職業

分類、収支項目分類などの分類基準に従って分類し、コードを付与する必要がある。 

この事務には、①調査票の符号記入欄に直接分類符号を記入し、ＯＣＲによりデータ入力する

方法、②調査票を見ながらＰＣ画面上で分類符号を直接入力する方法(家計調査の家計簿などがこ

の方法)、③ＰＣ画面上に表示される調査票イメージデータを見ながら分類符号を直接入力する方

法（現在最も利用されている方法）とがある。 

(4) データチェックリスト審査事務 

データチェックリスト審査事務は、コンピュータによるデータチェックの結果検出された疑義

や誤りの審査・訂正などを行う事務である。 

調査項目の疑義や誤りは、データチェックリスト又はＰＣ画面に表示し審査している。 

なお、コンピュータチェックで検出した疑義や誤りには、当該項目のみの誤りの場合と、項目

間の関連で矛盾が生じた場合とがある。 

ア データチェック 

入力データに存在する記入漏れ、記入誤り、記入内容の矛盾などをコンピュータを用いて検出

している。 

その手順は、調査部門から事前にデータチェック処理に関する製表基準書が提示されるので、

これを基にデータチェックシステムを開発し、入力データのチェックを行い、その結果をデータ

チェックリストとして出力する。 

イ データの審査 

データチェックリストに表示されている疑義や誤りを識別するチェック符号や補定処理の結果

を基にデータの審査を行う。データの審査や訂正については、調査部門からあらかじめ提示され

る処理基準を基に、統計センターにおいて事務処理方法等を詳細に示した事務手続に従って行っ

ている。 

最近では、データチェックリストは用いずに、ＰＣ画面に表示したデータチェック結果と調査

票イメージデータを基に、審査を行う方法が多く採用されている。 

 



ウ データの訂正 

審査の結果データの訂正が必要となった場合は、ＰＣ画面上に当該データを表示し、訂正を行

う。 

なお、データの審査をＰＣ画面上で直接行っている場合は、審査と同時に訂正データの入力も

行う。 

(5) 結果表の作成 

調査部門から事前に「結果表様式の解説」、「集計上の取扱い」、「提供用データ編成」など

が製表基準書として提示されるので、これらを基にプログラムを開発し、データチェックリスト

審査事務が完了したデータを用いて結果の集計を行う。その後、Excelを用いて事前に作成してあ

る結果表様式とマッチングし、最終的な結果表を作成する。 

(6) 結果表審査事務 

結果表審査事務は、製表業務の最終成果物としての統計表について、正確性や妥当性などの観

点から、各種審査資料を用いて審査を行うものである。 

審査は、形式審査と分析的審査とがある。 

形式審査では、コンピュータにより、結果表の表内検算や表間照合などを行う結果数値の論理

関係の審査を行うほか、結果表が所定の様式どおりになっているかを人手で確認するなど結果表

の様式に関する審査も行う。 

分析的審査では、過去の当該調査結果との数値比較による妥当性 (時系列審査)や他の統計調査

の結果数値との比較による妥当性(関連統計比較審査)を検証するほか、結果数値が社会情勢を反

映したものとなっているかなど様々な観点から審査を行い、結果数値を客観的・総合的に評価し、

妥当性を検証する。 

(7) 調査結果の提供用データの作成 

統計調査の結果は、調査部門における公表と同時に国、地方公共団体、民間(非営利団体を通じ

て)に対して、①インターネット、②電磁媒体、③統計情報データベースシステム(ＳＩＳＭＡＣ)

など多様な形で提供されるため、提供用データの作成（結果データの編集）は、公表前に行って

いる。 

データの提供は、調査結果である統計表のデータが主となることから、製表業務のコンピュー

タ処理にも密接に関わるものである。また、近年の情報通信技術の急速な進展に伴い、ＰＣで利

用できるデータの提供に対応することが求められるようになった。このため、結果表の作成方式

を従来のホストコンピュータでの漢字編集処理システムを中心とした方式を改め、Excel形式で作

成した結果表様式と集計結果データをマッチングする方式に変更することにより対応を図るよう

になった。 

 

 



 

 

 

 

 

 

統計調査等の概要 
 

 

 

 

国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表 

 

 

 



第１ 国勢調査の概要 

 

１ 調査の概要 

国勢調査（指定統計第１号）は、我が国の人口及び世帯の実態を把握し、各種施策その

他の基礎資料を得ることを目的として５年ごとに実施されている。 

調査の結果は、衆議院の議員定数・選挙区画定及び地方議会の議員定数の基準、市及び

指定都市・中核市の要件、地方交付税交付金の算定基準などの法定人口として用いられる

ほか、社会福祉対策、雇用対策、防災対策、地域整備計画など、国及び地方公共団体の各

種の行政施策や計画、将来人口の推計や出生率などの人口分析等の基礎資料として利用さ

れている。 

 

２ 製表の概要 

平成12年国勢調査の集計は、要計表による人口集計（人口及び世帯）、１％抽出調査票を

用いた抽出速報集計（産業・職業小分類別等）、全数調査票を用いた第１次基本集計（年齢

各歳別人口等）、第２次基本集計（就業者の産業大分類別構成等）、第３次基本集計（就業

者の職業大分類別構成等）及び12％抽出調査票を用いた抽出詳細集計（就業者の産業・職

業小分類別構成等）に区分されている。このほか、従業地・通学地集計、人口移動集計、

町丁・字別等による小地域集計などがある。 

製表業務は、調査票類の受付整理事務、入力事務、符号格付事務、データチェックリス

ト審査事務を行い、集計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものである。

併せて、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第１表のとおりである。 

 

第１表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

市区町村数 3,381 市区町村 

調査区数 約936,000 調査区 

基本単位区数 約1,789,000 単位区 

調査対象数 

 世帯数 

 人口 

約47,188,000 

約126,878,000 

 

世帯 

人 

調査票枚数 約55,441,000 枚 



第２ 事業所・企業統計調査の概要 

 

１ 調査の概要 

事業所・企業統計調査（指定統計第２号）は、事業所の事業活動及び企業の企業活動の

状態を調査し、事業所及び企業に関する基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所

及び企業の名簿を得ることを目的として５年ごとに実施されている。（簡易調査は、本調査

実施から３年目に当たる年に実施） 

調査の結果は、地方交付税交付金の配付基準、地方消費税の精算・交付基準などに用い

られるほか、地域開発計画、都市計画、労働政策、産業の適正配置計画など、国及び地方

公共団体の各種行政施策の基礎資料として、また、学術研究や企業活動、企業経営などに

利用されている。 

 

２ 製表の概要 

平成16年事業所・企業統計調査の集計は、速報集計及び確報集計に区分されている。 

製表業務は、地方公共団体が入力した調査票データの受付整理事務、地方で行った符号

格付の検査事務を行い、集計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものであ

る。併せて、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等及び地方事務で用いるプロ

グラムの開発を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第２表のとおりである。 

 

第２表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

市区町村数 3,261 市区町村 

調査区数 約247,900 調査区 

調査対象事業所数 約6,300,000 事業所 

 



第３ 住宅・土地統計調査の概要 

 

１ 調査の概要 

住宅・土地統計調査（指定統計第14号）は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物（以

下「住宅等」という。）に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の

住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに

居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的として５年ごとに実施されている。 

調査の結果は、住宅建設計画法に基づく「住宅建設五箇年計画」を始め、国及び地方公

共団体の住生活関係諸施策の企画・立案、実施やその達成度を判定するために必要な基礎

資料として、また、都市計画、地域計画、環境整備計画などの企画・立案のための基礎資

料として利用されている。  

 

２ 製表の概要 

平成15年住宅・土地統計調査の集計は、速報集計及び確報集計に区分されている。 

製表業務は、調査票類の受付整理事務、入力事務、データチェックリスト審査事務を行

い、集計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものである。併せて、これら

の事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第３表のとおりである。 

 

第３表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

調査対象市区町村数 3,314 市区町村 

指定調査区数 213,091 調査区 

調査単位区数 

 調査票甲を用いる調査単位区数 

 調査票乙を用いる調査単位区数 

213,091 

180,695 

32,396 

単位区 

単位区 

単位区 

調査対象数 

 住戸数 

 世帯数 

約 3,600,000 

約 3,200,000 

 

住戸 

世帯 

調査票枚数 

調査票甲 

調査票乙（２枚１組） 

約 4,150,000 

約 3,050,000 

約 1,100,000 

枚 

枚 

枚 

 



第４ 全国消費実態調査の概要 

 

１ 調査の概要 

全国消費実態調査（指定統計第97号）は、家計の実態を調査し、全国及び地域別の世帯

の所得分布、消費の水準及び構造等に関する基礎資料を得ることを目的として５年ごとに

実施されている。 

 調査の結果は、国民所得・家計資産等、国民経済計算のマクロ推計や、家計の面からの

国民生活水準の測定に用いられるほか、将来の年金等社会保障制度とその水準に関する資

料などに利用されている。 

 

２ 製表の概要 

平成16年全国消費実態調査の集計は、家計収支編、品目編、主要耐久消費財編、貯蓄・

負債編、世帯分布編、特定世帯編、高齢者世帯編及び家計資産編に区分されている。 

製表業務は、調査票類の受付整理事務、入力事務、内容検査・符号格付事務、データチ

ェック審査事務を行い、集計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものであ

る。併せて、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第４表のとおりである。 

 

第４表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

甲調査（家計簿等） 1,138 市町村 市町村数

乙調査（個人収支簿等） 168 市町村 

調査単位区数 5,304 調査単位区 

甲調査 4,631 調査単位区  

乙調査 673 調査単位区 

調査世帯数 60,047 調査世帯 

甲調査 59,374 調査世帯 

二人以上の世帯 54,372 調査世帯  

単身世帯 5,002 調査世帯 

 

乙調査 673 調査世帯 



第５ サービス業基本調査の概要 

 

１ 調査の概要 

サービス業基本調査（指定統計第117号）は、サービス業を営む事業所の経済活動及び業

務の実態を調査し、全国及び地域別のサービス業に関する基礎資料を得ることを目的とし

て５年ごとに実施されている。 

調査の結果は、経済の波及効果の推計等に用いられる産業連関表の作成、国民経済計算、

県民経済計算の基礎資料に用いられるほか、雇用労働政策、サービス業の振興施策等の基

礎資料として利用されている。 

 

２ 製表の概要 

平成16年サービス業基本調査の集計は、速報集計及び確報集計に区分されている。 

製表業務は、調査票データに関する符号格付事務、データチェック審査事務を行い、集

計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものである。併せて、これらの事務

に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第５表のとおりである。 

 

第５表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

市区町村数 3,261 市区町村 

調査区数 約247,900 調査区 

調査対象事業所数 約430,000 事業所 

 



第６ 労働力調査の概要 

 

１ 調査の概要 

労働力調査（指定統計第30号）は、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための

基礎資料を得ることを目的として毎月実施されている。 

調査の結果は、雇用情勢の動向を表す主要指標として用いられるほか、緊急雇用創出特

別奨励金の発動要件になるなど、雇用対策に用いられている。 

  

２ 製表の概要 

労働力調査の集計は、基本集計（基礎調査票）及び詳細集計（特定調査票）に区分され

ている。 

製表業務は、調査票類の受付整理事務、入力事務、監督数チェック審査事務、符号格付

事務、データチェック審査事務を行い、集計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務

を行うものである。併せて、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第６表のとおりである。 

 

第６表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

基礎調査票 調査区数 約2,800 調査区 

      世帯数 約40,000 世帯 

      調査票枚数 約40,000 枚 

      15歳以上世帯人員 約100,000 人 

特定調査票 調査区数 約700 調査区 

      世帯数 約10,000 世帯 

      調査票枚数 約25,000 枚 

      15歳以上世帯人員 約25,000 人 



第７ 小売物価統計調査の概要 

 

１ 調査の概要 

小売物価統計調査（指定統計第35号）は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商

品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料

を得ることを目的として毎月実施されている。 

 調査の結果や消費者物価指数は、国や地方公共団体の経済運営の指針とされるほか、消

費者行政などのための基本的な指標として利用されている。 

 

２ 製表の概要 

小売物価統計調査に関する集計は、小売物価統計調査の集計と併せて、加工統計として

の消費者物価指数（ＣＰＩ）の作成を行っており、それぞれ速報（東京都区部）と確報（全

国）に区分されている。 

製表業務は、調査員が携帯端末から送信した調査票データ等の受付整理事務、内容検査

事務、消費者物価指数用価格修正事務等を行い、集計区分に基づいた結果集計及び結果表

審査事務を行うものである。併せて、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等及

び携帯端末へ送信する各種情報の整備等に係る事務を行う。 

  

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第７表のとおりである。 

 

第７表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

市区町村数 167 市区町村 

価格調査地区数 694 調査地区数 

家賃調査地区数 1,209 調査地区数 

調査品目数 505 品目 

調査銘柄数 773 銘柄 



第８ 家計調査の概要 

 

１ 調査の概要 

家計調査（指定統計第56号）は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにする

ことを目的として毎月実施されている。 

 調査の結果は、国民経済計算の民間最終消費支出の推計、経済動向や景気動向の指標に

用いられるほか、経済政策や社会政策の基礎資料として利用されている。 

 

２ 製表の概要 

家計調査の集計は、家計収支編、貯蓄負債編及び合成数値編に区分される。 

製表業務は、調査票類の受付整理事務、内容検査・符号格付事務、データチェックリス

ト審査事務を行い、集計体系に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものである。

併せて、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第８表のとおりである。 

 

第８表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

調査市町村 168 市区町村 

調査単位区数 一般 1,346 調査単位区 

       寮・寄宿舎 12 調査単位区 

調査世帯数  二人以上の世帯 8,076 世帯 

       単身世帯 745 世帯 

調査票 世帯票  二人以上の世帯 1,346 枚 

         単身世帯 248 枚 

    家計簿  二人以上の世帯 16,152 冊 

         単身世帯 1,490 冊 

年間収入調査票  二人以上の世帯 1,346 枚 

         単身世帯 248 枚 

貯蓄等調査票   二人以上の世帯 1,346 枚 



第９ 個人企業経済調査の概要 

 

１ 調査の概要 

個人企業経済調査（指定統計第57号）は、製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス

業を営む個人企業の経営実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的

として四半期ごとに実施されている。 

調査の結果は、国民所得統計など国の経済力の推計資料や個人企業に関する各種行政施

策立案のための基礎資料として利用されている。 

 

２ 製表の概要 

個人企業経済調査の集計は、動向調査票による速報集計と確報集計（各四半期）及び構

造調査票による集計（年１回）に区分される。 

製表業務は、調査票類の受付整理事務、入力事務、データチェック審査事務を行い、集

計区分に基づいた結果集計及び結果表審査事務を行うものである。併せて、これらの事務

に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第９表のとおりである。 

 

第９表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

市区町村数 192 市区町村 

調査単位区数 194 調査単位区 

調査対象事業所数 約3,700 事業所 



第10 科学技術研究調査の概要 

 

１ 調査の概要 

科学技術研究調査（指定統計第61号）は、我が国における科学技術に関する研究活動の

状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として毎年実施されてい

る。 

調査の結果は、科学技術基本計画の策定や科学技術白書といった科学技術振興に関する

施策を中心に、各種行政施策のための基礎資料として利用されている。 

 

２ 製表の概要 

科学技術研究調査の製表業務は、郵送される調査票及びインターネット経由の調査票デ

ータの受付整理事務、入力事務、データチェック審査事務を行い、結果集計及び結果表審

査事務を行うものである。併せて、これらの事務に関連する準備、プログラム開発等を行

う。 

 

３ 集計基本数 

調査対象数等の集計基本数は、第10表のとおりである。 

 

第10表 集計基本数 
区  分 基 本 数 

甲調査事業所数（企業等） 約13,000 事業所 

乙調査事業所数 

（非営利団体・公的機関） 

約1,500 事業所 

丙調査事業所数（大学） 約3,000 事業所 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理 

 

 



第１ 統計情報データベースシステムの概要 

 

１ 概要 

統計情報データベースシステム（ＳＩＳＭＡＣ）は、総務省統計局が実施した各種統計

調査の結果データ等を国の行政機関等にオンラインで提供するシステムとして構築された

ものである。 

 

２ 製表の概要 

統計情報データベースシステムの製表業務は、各種統計調査の結果公表に合わせ、提供

用に編成した結果データをデータベースに登録を行う。 

 

 

第２ 局内時系列データベースの概要 

 

１ 概要 

局内時系列データベースは、総務省統計局が実施した経常調査等（労働力調査、小売物

価統計調査及び消費者物価指数、家計調査）の結果を収録し、統計局内での結果公表業務

等での利活用を図るためのシステムとして構築されたものである。 

 

２ 製表の概要 

局内時系列データベースの製表業務は、結果公表業務が円滑に行えるよう、毎月の各経

常調査の集計時に結果データをデータベースに登録を行う。 

 

 



第３ 地域メッシュ統計の概要 

 

１ 概要 

地域メッシュ統計は、地域メッシュ（国土を緯度経度により網の目状に区分した区域）

を単位として、国勢調査、事業所・企業統計調査等の基本となる統計データを基に編成さ

れたものである。 

結果は、地域開発、都市総合計画の策定（小地域別人口分布、事業所分布等の把握）や

防災計画の策定（小地域別人的・経済的被害の想定）に用いられるほか、地理情報システ

ムを併用した市場・商圏分析などに利用されている。 

 

２ 製表の概要 

地域メッシュ統計の集計は、国勢調査に関する地域メッシュ統計、事業所・企業統計調

査に関する地域メッシュ統計及び国勢調査と事業所・企業統計調査等のリンクによる地域

メッシュ統計に区分されている。 

製表業務は、同定データの作成・検査を行い、集計区分に基づいたメッシュ別編成結果

の集計及び審査事務を行うものである。併せて、これらの事務に関連した準備、プログラ

ム開発等を行う。 

 

３ 基本数 

基本数は、第１表のとおりである。 

 

第１表 基本数 
区  分 基 本 数 

国勢調査に関する地域メッシュ統計

 メッシュ線の記入地図枚数 

 人手による同定データ数  

2,059

2,725

 

枚 

基本単位区 

事業所・企業統計調査に関する地域

メッシュ統計 

 同定データの納品検査事業所数 

 同定データの整備対象事業所数 

6,158

22,950

 

 

事業所 

事業所 

国勢調査、事業所企業統計調査等の

リンクのよる地域メッシュ統計 

 生徒・学生数対象学校数 46,649

 

 

事業所 

 

 



第４ 社会・人口統計体系の概要 

 

１ 概要 

社会・人口統計体系は、国連で提唱された「ＳＳＤＳ」（Ｓystem of Ｓocial and Ｄ

emographic Ｓtatistics）を基にして、人口・世帯、自然環境、経済基盤、行政基盤、教

育、労働、文化・スポーツ、居住、健康・医療、福祉・社会保障、安全、家計及び生活時

間の13分野にわたる国民生活全般の実態を示す地域別統計データを国や地方公共団体など

の統計調査結果や業務報告などの統計資料から収集・加工し、体系的に整備されているも

のである。 

 整備の結果は、国や地方公共団体の各種行政施策の企画・立案の基礎資料として利用さ

れている。 

 

２ 製表の概要 

社会人口統計体系の製表業務は、都道府県データと市区町村データを毎年度収集し、デ

ータチェック審査事務を行い、報告書用データの編成処理の集計を行うものである。併せ

て、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 基本数 

基本数は、第２表のとおりである。 

 

第２表 基本数 
区  分 基 本 数 

収集項目数 

 都道府県収集都道府県データ 

 都道府県収集市区町村データ 

 統計センター収集都道府県データ

 統計センター収集市区町村データ

137

165

4,110

1,269

 

項目 

項目 

項目 

項目 

 

 



第５ 人口推計の概要 

 

１ 概要 

人口推計は、国勢調査の結果を基礎として、その後の人口動向を他の人口関連資料から

得て、毎月推計されているものである。 

 推計の結果は、国や地方公共団体の各種行政施策の企画・立案の基礎資料として利用さ

れている。 

 

２ 製表の概要 

人口推計の製表業務は、毎月１日現在の人口推計と10月１日現在の人口推計年報の集計

を行うものである。併せて、この事務に関連したプログラム開発等を行う。 

 



第６ 住民基本台帳人口移動報告の概要 

 

１ 概要 

住民基本台帳人口移動報告（届出統計）は、住民基本台帳法の規定に基づいて作成され

た住民基本台帳から、四半期ごとに従前（転入前）の住所地別、男女別の転入者数を全国

の市区町村から都道府県を通じて報告を受け、国内における人口移動の状況を明らかにす

るために集計されたものである。 

報告の結果は、国や地方公共団体の行政事務や人口移動の研究分析の資料として利用さ

れている。 

 

２ 製表の概要 

住民基本台帳人口移動報告の製表業務は、都道府県から提出された報告表の入力及び結

果表出力を行うものであり、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 基本数 

基本数は、第３表のとおりである。 

 

第３表 基本数 
区  分 基 本 数 

報告表枚数 

 ＯＣＲ形式報告表（/期） 

 都道府県独自形式報告表（/期） 

約3,000

約500

 

枚 

枚 

 

 



第７ 事業所・企業データベースの概要 

 

１ 概要 

事業所・企業データベースは、「統計行政の新中・長期構想」（平成７年３月 統計審議

会答申）の提言及び「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」（平成11年４

月 閣議決定）の趣旨を踏まえ、事業所及び企業に関する最新の母集団情報の整備・提供を

行うとともに、国が実施する統計調査の調査客体の重複是正に関する情報を提供するシス

テムとして構築されたものである。 

 

２ 製表の概要 

事業所・企業データベースの製表業務は、母集団情報の更新処理及び調査名簿の磁気化

支援を行うものであり、これらの事務に関連した準備、プログラム開発等を行う。 

 

３ 基本数 

基本数は、第４表のとおりである。 

 

第４表 基本数 
区  分 基 本 数 

母集団情報の更新対象事業所数 

 工業統計調査（全数調査） 

 工業統計調査（抽出調査） 

 法人企業統計調査管理名簿 

 帝国データバンクデータ 

 商業統計調査 

 事業所・企業統計調査 

  調査結果 

  名寄せ（本、支所） 

  名寄せ（親、子） 

約660,000

約316,000

約34,800

約1,500

約1,719,000

約7,270,500

約793,600

約76,300

 

事業所 

事業所 

事業所 

事業所 

事業所 

 

事業所 

事業所 

事業所 

磁気化支援 

 毎月勤労統計調査   約30,000

 

事業所 

  

 


